
令和８年度民生委員・児童委員資質向上事業 

受託者募集要項 

 

１ 業務の概要 

（１）業務名称 

令和８年度民生委員・児童委員資質向上事業 

（２）業務の目的 

地域福祉推進の中核となる民生委員・児童委員の活動の充実強化を図ることを

目的とする。 

（３）業務内容 

   別添の仕様書のとおり 

（４）委託期間 

契約締結の日から令和９年３月３１日まで 

（５）委託金額の上限 

９，３０４，０００円以内（消費税及び地方消費税を含む） 

ただし、この業務委託契約は、令和８年度歳入歳出予算が令和８年３月３１日

までに千葉県議会で可決された場合において、契約し得るものとする。 

 

２ 応募資格 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当  

しない者であること。 

（２）定款等に記載された法人の事業目的として、研修活動が行えること。 

（３）研修業務の受託に必要な業務体制を備えていること。 

（４）今回の研修と類似した研修（福祉サービスに係る専門職研修等）の受託実績が

あること。 

（５）宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体でないこと。 

（６）特定の公職者（候補者を含む）、又は政党を推薦、支持、反対することを    

目的とした団体でないこと。 

（７）暴力団でないこと及び暴力団若しくは暴力団員の統制下にある団体でないこと。 

 

３ 応募方法等 

（１）提出書類 

①企画提案書（様式１） 

②応募者に関する調書（様式２） 

③支出計画内訳書（様式３） 

④研修実施計画調書（様式４） 

⑤関係書類 

ア 定款又は寄付行為 

イ 直近の事業報告書、決算報告書及び令和７年度の支出予算のわかる書類 

（２） 提出期限 令和８年３月２日（月）午後５時まで 



※ 千葉県健康福祉部健康福祉指導課まで郵送、持参又はメールにて提出を   

お願いします。 

※ 持参の場合の提出時間は、開庁日の午前９時から午後５時までの間とします。 

（３）提出先  千葉県 健康福祉部 健康福祉指導課 

        〒260-8667 千葉県千葉市中央区市場町 1-1 

        メールアドレス：kensi@mz.pref.chiba.lg.jp 

（４）提出部数 正本１部、副本１０部（メールの場合は不要） 

 

４ 受託者の選考 

（１）選考 

令和８年度民生委員・児童委員資質向上事業受託者選考会議（以下「選考会議」

という。）において、企画提案の内容等の書面審査及び応募者からのヒアリング

により受託者の採点を行います。 

（２）選考会議におけるヒアリング 

   日程等の詳細は応募者に別に連絡します。 

（３）選考に係る評価項目 

別添を参照してください。 

（４）結果通知 

結果については、応募者全員に文書で通知するとともに、受託者を千葉県ホー

ムページ上で公開します。 

（５）その他 

提案内容に応募者の秘密に属することが含まれる場合があるため、選考会議は

非公開で行います。 

 

５ 応募者の失格事由 

次のいずれかに該当する場合は失格とします。 

（１）応募資格のない者が応募した場合 

（２）提出期限を過ぎて企画提案書が提出された場合 

（３）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（４）会社更生法等の適用を申請する等、契約履行が困難と認められるに至った場合 

（５）選考の公平性を害する行為があった場合 

（６）２以上の企画提案をした場合、又は他者の代理をした場合 

（７）（１）～（６）に定めるもののほか、提案にあたり著しく信義に反する行為が

あった場合等、県が不適当であると認めた場合 

 

６ その他の留意事項 

（１）本件応募に要する費用は、すべて応募者の負担とします。 

（２）書類提出後の企画提案等の修正又は変更は、県と協議の上、承認を受けた   

場合以外は認めません。 

（３）提出書類の著作権は応募者に帰属します。ただし、県は本件応募の公表等の  



ために必要な場合は、提出書類の内容を無償で使用できるものとします。 

（４）提出された書類は返却しません。 

（５）使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。 

（６）県は本件応募に係る情報公開請求があった場合、千葉県情報公開条例に基づき

提出書類を公開する場合があります。 

（７）電子メール又はＦＡＸに限り、本件応募に関する質問をすることができます。

なお、公募期間の末日の３開庁日前までに提出のあった質問に限り、公募期間の

末日の前開庁日までに本募集に係るホームページで、質問内容及びその回答を 

公開します。 

（８）企画提案書の提出及び選考会議の開催は、提案内容及び応募者の選考のためで

あり、提案内容をそのまま了承するものではありません。 

（９）契約にあたっては、千葉県財務規則第 99 条の規定により、契約金額の百分の

十以上の契約保証金を納める必要があります。ただし、免除する場合もあります。 

（１０）受託者は、受託した業務の全部を一括して第三者に委託又は請け負わせる 

ことは出来ません。ただし、あらかじめ書面により県の承認を受けた場合は、  

この限りではありません。 

（１１）本募集に関する説明会は実施しません。 

 

７ スケジュール（予定） 

令和８年 ２月 ９日（月）～ 募集開始 

      ３月 ２日（月）  受託申込書提出期限 

      ～３月９日（月）  選考会議※ 

      ３月 中旬     選考結果通知 

 ※ 選考会議（対面）を実施しない場合は、日程が変更になります。 

 

８ 問い合わせ先 

〒260-8667 千葉市中央区市場町１－１（千葉県庁本庁舎１３階） 

千葉県健康福祉部健康福祉指導課 地域福祉推進班 担当 増田 

電 話 043(223)4717 FAX 043(222)6294 

メール:kensi@mz.pref.chiba.lg.jp 

 


